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1. 退職手当共済電子届出システムの利用の前に 

1.1. マニュアルの読み方 

｢退職手当共済電子届出システム(訂正依頼文書) 操作マニュアル｣は、以下の規則に従って記述されています。 

画面について 

⚫ Windows 7 上での操作画面を使用しております。 

⚫ 利用ブラウザはMicrosoft EdgeまたはInternet Explorer 11.0を想定しております。 

⚫ お手持ちのパソコンでは、使用OS(Windowsシリーズ や Mac OSシリーズ等)や使用ブラウザ(Windows Internet 

Explorer等)の違いや環境設定によって、画面の表示デザインが若干異なることがあります。 

⚫ マニュアルで表示されている施設名称等は、サンプルであり、実際の団体、共済契約者様とは一切関係ありま

せん。 

表記の約束について 

⚫ 本文中に出てくる画面名称は『訂正依頼文書 職員情報』のように『』で囲んで表記します。 

⚫ 本文中に出てくるボタン名称は、保存 のように、  で囲んで表記します。 

⚫ 本文中に出てくる項目名称は【異動内容】のように【】で囲んで表記します。 

⚫ 本文中に出てくるメッセージは「変更した内容が保存されました」のように「」で囲んで表記します。 

⚫ 操作時に特に注意する事項は！印のついた四角で説明しています。 

 

 

 

 

 

⚫ 操作時のヒントは●? 印のついた四角で説明しています。 

 

 

 

 

 

1.2. ナビゲーションについて 

① 退職手当共済電子届出システムの分かりづらい操作

を動画で 

ご説明します。 

 

掛金納付対象職員届トップページ』画面（P6-10参照） の 

[操作ナビ 訂正依頼文書入力～提出手順]リンクを押す。 

 →『訂正依頼文書入力～提出手順』画面が表示される。 

 

 

② [操作ナビゲーション]ボタンを押す。 

   ※右図では加入のナビゲーションを選択しています。 

    →ナビゲーション画面が別画面で表示されます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●! 操作の注意 

 

操作時の注意を案内しています。 

●? 操作のヒント 

 

操作時のヒントを案内しています。 

●1  

・・・[再生]ボタン 

 

・・・[一時停止]ボタン 

 

・・・[最初に戻る]ボタン 

 
※動きを止めたい場合は[一時停止]ボタンを 

押し、再び動かす場合は[再生]ボタン押し

てください。 
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2. システムを使う 

よく使う機能の説明をします。 

2.1. リンク 

 

退職手当共済電子届出システムの画面上でマウスを動かすと、下線のある文字の上で『矢印     』が 

『指差しマーク  』に変化する場所があります。この場所のことをリンクと言います。 

 

■一覧の並べ替え 

 『訂正依頼文書 施設一覧』『訂正依頼文書 職員一覧』『訂正依頼文書 照会（職員照会）』画面では、項目名が下線付

きで表示されています。(●A ) 

 

  ここを押すと一覧の並べ替えができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. メッセージエリア 

退職手当共済電子届出システムで行った操作（入力や保存）の結果は、画面上部（●A ）に表示されます。この場所の

ことをメッセージエリアといいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 操作が正常に終了した場合 

｢訂正内容の登録が完了しました。・・・｣等、操作が正常に終了した結果を表すメッセージ(●B )が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●A メッセージエリア 

●B  

●A  
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②操作（入力や選択等）に何らかの誤りがあった場合（エラー） 

 『「ならない月」の４月から３月の何れか、又は「無」のどちらかにチェックを入れてください。』等、エラーを表

すメッセージ（●C ）が表示されます。 

 また、メッセージエリアに｢入力内容に誤りがあります。エラー表示箇所を修正してください。｣というメッセージ

が表示された場合は、誤りがあった入力欄の右側（●D ）にもメッセージが表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. タイムアウト 

 

退職手当共済電子届出システムでは、セキュリティの関係上、直前の操作から 60 分以上操作しないとタイムアウトと

なってシステムが終了してしまいます。 

 

一旦ウィンドウを閉じてから、再度退職手当共済電子届出システムにアクセスしてください。 

訂正内容登録、訂正した内容を保存ボタンを押していた場合は、それまでの入力内容は 

保存されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●C  

●D  
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3. 職員情報の訂正依頼文書入力・修正・参照・提出手順 

下記手順を参照し、該当するページに進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

『訂正依頼文書 照会・提出』画面にて提出を

してください。（→②） 

②訂正依頼文書 照会・提出 

 

① 訂正依頼文書入力 

（職員情報の訂正入力） 

訂正する職員を選択します。 

・『訂正依頼文書 施設一覧』画面 

・『訂正依頼文書 職員一覧』画面 

『訂正依頼文書 職員情報』画面 

職員情報を訂正入力します。(P6-12参照) 
 

→ 訂正内容登録（新規登録） 

→  訂正した内容を保存（変更登録） 

→ 上記職員の登録を取消（訂正削除） 

 

 

終了 

訂正依頼文書一覧 控作成 
(P6-24参照) 

※共済契約者様控としてご使用ください。 

訂正依頼文書を提出する施設を選択します。 

・『訂正依頼文書 照会・提出』画面 

 

提出依頼文書の提出 
(P6-21参照) 

③訂正依頼文書 照会・提出 

 
 

訂正・照会する施設を選択します。 

・『訂正依頼文書 照会・提出』画面 

 

訂正・照会する職員を選択します。 

・『訂正依頼文書 照会（職員照会）』画面 

 

『訂正依頼文書 職員情報』画面 

職員情報を照会・訂正入力します。 

(P6-18参照) 

 

→ 訂正内容登録（新規登録） 

→  訂正した内容を保存（変更登録） 

→ 上記職員の登録を取消（訂正削除） 
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4. 訂正依頼文書入力／訂正依頼文書 照会・提出の画面構成 

4.1. 『電子届出システムトップページ』 

画面内の訂正依頼文書入力、訂正依頼文書 照会・提出の構成について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ﾎ ボタンの説明は以下のとおりです。 

 

① 掛金届で提出した職員の登録データを訂正します。 

※ 掛金納付対象職員届を提出する前は使用できません。 

※ 掛金納付対象職員届を提出した後であっても当年度 5 月 31 日より後は使用できません。 

※ ホストデータ入れ替え後は使用できません。 

② ①で作成した職員情報の訂正データを参照、提出します。 

※ 掛金納付対象職員届を提出する前は使用できません。 

※ 訂正依頼文書の提出は、当年度 5 月 31 日より後は使用できません。 

※ ホストデータ入れ替え後は訂正依頼文書の提出はできません。 

  

退職手当共済電子届出システムを終了

するため、『システム終了画面』へ遷移

するボタンです。 

●1  

●2  

退職手当共済電子届出システムのご

利用にあたって、よくある質問と回

答を表示するリンクです。 
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4.1.1. 掛金届提出前 

訂正依頼関連のボタンが表示されず、訂正依頼文書の入力、参照、提出はできません。 

 
 

4.1.2. 掛金届提出後（当年度 5 月 31 日以前） 

「訂正依頼文書入力」「訂正依頼文書 照会・提出」が使用できます。 
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4.1.3. 掛金届提出後（当年度 5 月 31 日より後） 

訂正依頼文書の参照のみ利用可能です。訂正依頼文書の入力、提出はできません。 

 
 

 

4.1.4. ホストデータ入れ替え後 

訂正依頼文書の参照のみ利用可能です。訂正依頼文書の入力、提出はできません。 
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4.2. 『掛金納付対象職員届トップページ』 

画面内の訂正依頼文書入力、訂正依頼文書 照会・提出の構成について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ﾎ ボタンの説明は以下のとおりです。 

 

① 掛金届で提出した職員の登録データを訂正します。 

※ 掛金納付対象職員届を提出する前は使用できません。 

※ 掛金納付対象職員届を提出した後であっても当年度 5 月 31 日より後は使用できません。 

※ ホストデータ入れ替え後は使用できません。 

② ①で作成した職員情報の訂正データを参照、提出します。 

※ 掛金納付対象職員届を提出する前は使用できません。 

※ 訂正依頼文書の提出は、当年度 5月 31日より後は使用できません。 

※ ホストデータ入れ替え後は訂正依頼文書の提出はできません。 

 

退職手当共済電子届出システムを終了

するため、『システム終了画面』へ遷移

するボタンです。 

●1  

●2  

退職手当共済電子届出システムのご

利用にあたって、よくある質問と回

答を表示するリンクです。 
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4.2.1. 掛金届提出前 

訂正依頼関連のボタンが表示されず、訂正依頼文書の入力、参照、提出はできません。 

 
 

4.2.2. 掛金届提出後（当年度 5 月 31 日以前） 

「訂正依頼文書入力」「訂正依頼文書 照会・提出」が使用できます。 

 
 

4.2.3. 掛金届提出後（当年度 5 月 31 日より後） 

訂正依頼文書の参照のみ利用可能です。訂正依頼文書の入力、提出はできません。 

 

4.2.4. ホストデータ入れ替え後 

訂正依頼文書の参照のみ利用可能です。訂正依頼文書の入力、提出はできません。 
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5. 訂正依頼文書を入力するには 

職員情報の訂正依頼文書を入力します。ここではその手順を説明します。 

 

5.1. 訂正依頼文書の職員を選択する 

① 『電子届出システムトップページ』画面（P6-7参照） 

または『掛金納付対象職員届トップページ』の 

訂正依頼文書入力（職員情報の訂正入力）ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 施設一覧』画面が表示される。 

 

② 訂正依頼文書を入力したい施設の選択ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 職員一覧』画面が表示される。 

 

 

 

 

③ 訂正依頼文書を入力したい職員の選択ボタン

を押す。 

→ 『訂正依頼文書 職員情報』画面が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. 現在の異動理由 増系（加入、継続異動増、合算申出増）の場合 

◎「加入」 で変更可能な項目 

① 加入資格 

② 異動理由 

→（加入、継続異動増、合算申出増） 

※ 異動年月日は「当年度４月１日」 

から変更できません。 

③ 異動先の施設 

④ 俸給表の額 

⑤ 俸給の調整額 

 

※ 加入の取り下げはできません。 

 

  

❷ 

●1  

❸ 

●! 選択ボタンが押せない職員 
・契約外減の登録をした職員 

・契約復帰の登録をした職員 

・配置換の配置減側（配置換増で訂正可） 

・同一人物で複数回の異動をした職員 

・加入届、施設新設届から登録する職員は異動なし以外 

の異動も対象外 

 

背景色がグレーで選択ボタン押せない職員は 

掛金届登録内容欄に当画面での訂正依頼入力不可の理由と

対応方法を表示しています。 

●! 対象外施設は表示されません 

・4 月 1 日新設施設届の施設は対象外施設です。 

 

●1  

 
❸ 

➍ 
❺ 

❷ 
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◎「継続異動増」で変更可能な項目 

① 加入資格 

② 異動理由 

→（加入、継続異動増、合算申出増） 

③ 異動年月日 

※前年度４月２日～当年度４月１日 

 を指定してください。 

④ 異動先の施設 

⑤ 共済契約者番号 

⑥ 共済契約者名 

⑦ 俸給表の額 

⑧ 俸給の調整額 

⑨ ならない月 

⑩ 育児情報 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

→ （更新なし、新規申請、変更、再申請） 

出産日 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

育休開始年月日 1,2 段目 

育休終了年月日 1,2 段目 

パパママ育休プラス 1,2 段目 

半年延長の理由 1,2 段目 

 

※ 継続異動増の取り下げはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●1  

❷ 

❸ 

➍ 

❺ 
❻ 

❼ 
❽ 

❾ 

❿

. 
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◎「合算申出増」で変更可能な項目 

① 加入資格 

② 異動理由 

→（加入、継続異動増、合算申出増） 

③ 異動年月日 

※ 異動年月日は「当年度４月１日」 

を指定してください。 

④ 異動先の施設 

⑤ 合算申出元 共済契約者番号 

⑥ 合算申出元共済契約者名 

⑦ 合算申出元 被共済者番号 

⑧ 俸給表の額 

⑨ 俸給の調整額 

⑩ ならない月 

⑪ 育児情報 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

→ （更新なし、新規申請、変更、再申請） 

出産日 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

育休開始年月日 1,2 段目 

育休終了年月日 1,2 段目 

パパママ育休プラス 1,2 段目 

半年延長の理由 1,2 段目 

 

➢ 合算申出増の取り下げはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●1  

❷ 

❸ 

➍ 

❺ 
❻ 
❼ 

❽ 
❾ 

❿

. ⓫ 
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5.1.2. 現在の異動理由 減系（異動なし、退職、継続異動減、合算異動減）の場合 

◎「異動なし」で変更可能な項目 

① 加入資格 

② 異動理由 

→（異動なし、退職、継続異動減、 

合算申出減） 

③ 俸給表の額 

④ 俸給の調整額 

⑤ ならない月 

⑥ 育児情報 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

→ （更新なし、新規申請、変更、再申請） 

出産日 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

育休開始年月日 1,2 段目 

育休終了年月日 1,2 段目 

パパママ育休プラス 1,2 段目 

半年延長の理由 1,2 段目 

 

 

 

 

 

◎「退職」で変更可能な項目 

① 異動理由 

→（異動なし、退職、継続異動減、 

合算申出減） 

② 異動年月日 

※前年度４月１日～当年度３月３１日 

 を指定してください。 

 

 

 

 

 

 

◎「継続異動減」で変更可能な項目 

① 異動理由 

→（異動なし、退職、継続異動減、 

合算申出減） 

② 異動年月日 

※前年度４月１日～当年度３月３１日 

 を指定してください。 

 

 
③ 継続異動先（元）共済契約者番号 

④ 継続異動先（元）共済契約者名 

 

 

 

❷ 

❷ 

➍ 

❺ 

❻ 

●1  

❸ 

❷ 

●1  

❸ 

●1  

➍ 
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◎「合算申出減」で変更可能な項目 

① 異動理由 

→（異動なし、退職、継続異動減、 

合算申出減） 

② 異動年月日 

※前年度４月１日～当年度３月３１日 

 を指定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. 現在の異動理由 （配置換減）の場合 

◎「配置換増」で変更可能な項目 

① 加入資格 

② 異動先の施設 

③ 俸給の調整額 

④ ならない月 

⑤ 育児情報 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

→ （更新なし、新規申請、変更、再申請） 

出産日 1,2 段目 

（現在が「更新なし」の場合） 

育休開始年月日 1,2 段目 

育休終了年月日 1,2 段目 

パパママ育休プラス 1,2 段目 

半年延長の理由 1,2 段目 

 

※ 異動年月日は「当年度４月１日」 

から変更できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

❸ 
➍ 

❺ 

●1  

❷ 

●1  

❷ 
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5.2. 訂正した内容を登録する。 

① 訂正内容登録ボタンを押す。 

 

※ 提出前の訂正依頼文書がある場合は訂正した内容を保存ボタンが

表示されている。訂正した内容を保存ボタンを押す。 

 

→ メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正内容の登録が完了しました。訂正内容の提出は「訂正依

頼文書 照会・提出へ」ボタン、登録作業の継続は「訂正依

頼文書 施設一覧に戻る」又は 「訂正依頼文書 職員一覧に

戻る」又は「表示」ボタンを押して、それぞれの作業を進め

て下さい。｣とメッセージが表示され、訂正依頼文書が登録さ

れる。 

 

 

 

 

※ エラー発生時 

 メッセージエリア（P6-4参照）にエラーメッセージが表示 

された場合は、まだ登録内容が保存されていません。 

 表示されたメッセージの内容に従って入力した内容を 

修正してください。 

 ｢入力内容に誤りがあります。エラー表示箇所を修正して 

ください。｣というメッセージが表示された場合は、誤りが 

あった入力欄の右側（※注）にもメッセージが表示されています。 

メッセージの内容に従って入力した内容を修正してください。 

 

5.3. 『訂正依頼文書 職員情報』画面で訂正できない項目の場合 

 

『訂正依頼文書 職員情報』で訂正ができない項目の場合は 

訂正依頼文書ダウンロード（職員情報の訂正）ボタンを押して 

訂正依頼文書(紙)をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※注） 
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6. 訂正依頼文書を訂正する 

訂正依頼文書の訂正を行います。ここではその手順を説明しま

す。 

 

6.1. 訂正依頼文書を訂正するには 

 

① 『電子届出システムトップページ』画面（P6-7参照） 

または『掛金納付対象職員届トップページ』の 

訂正依頼文書 照会・提出ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 照会・提出』画面が表示される。 

 

② 白背景の訂正をしたい訂正依頼文書を含む施

設の 

選択ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 照会（職員照会）』画面が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 『訂正依頼文書 照会（職員照会）』画面から訂正をしたい職員の選択ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 職員情報』画面が表示される。 

 

 

 

 

 

④ 訂正したい項目欄を変更する。 

 

 

⑤ 訂正した内容を保存ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ 

❸ 

➍ 

●!緑背景（提出後）の施設の訂正依頼文書入力 
 

提出をして緑背景になっている施設は訂正した職員情報を

変更できません。 

提出後の施設の職員情報の訂正をする場合は、トップペー

ジの訂正依頼文書入力（職員情報の訂正）から再度 訂正依

頼文書入力をしてください。 

 

※ 職員情報の訂正入力の際に表示される（訂正前）の 

職員情報は訂正依頼文書で提出した時の職員情報 

ではなく、掛金届提出時の内容になります。 
例）施設 001 の職員情報に再度訂正

依頼文書を入力した状態 

●!例） 

❺ 

●1  
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→ メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正内容の登録が完了しました。訂正内容の提出は「訂正依

頼文書 照会・提出へ」ボタン、登録作業の継続は「訂正依

頼文書 施設一覧に戻る」又は 「訂正依頼文書 職員一覧に

戻る」又は「表示」ボタンを押して、それぞれの作業を進め

て下さい。｣とメッセージが表示され、登録される。 

 

 

 

※ エラー発生時 

 メッセージエリア（P6-4参照）にエラーメッセージが 

 表示された場合は、まだ登録内容が保存されていません。 

 表示されたメッセージの内容に従って入力した内容を修正 

 してください。 

 ｢入力内容に誤りがあります。エラー表示箇所を修正してく 

ださい。｣というメッセージが表示された場合は、誤りがあ

った入力欄の右側（※注）にもメッセージが表示されていま

す。 

メッセージの内容に従って入力した内容を修正してくださ

い。 
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6.2. 連続して職員情報を訂正するには 

① 職員選択リストの  を押して、訂正する職員を選択し 

表示ボタンを押します。 

→ 選択した職員情報が表示される。 

 

② 訂正したい項目欄を変更する。 

→❸、➍のボタンを押すまで訂正内容は反映されません。 

 

 

 

 

 

 

③ 提出前の訂正依頼文書がない場合は訂正内

容登録ボタンが表示されている。 

訂正内容登録ボタンを押す。 

 

→メッセージエリア（P6-4参照）に｢訂正内容の登録が完了しました。訂正内容の提出は「訂正依頼文書 照会・ 

提出へ」ボタン、登録作業の継続は「訂正依頼文書 施設一覧に戻る」又は 「訂正依頼文書 職員一覧に戻る」又 

は「表示」ボタンを押して、それぞれの作業を進めて下さい。｣とメッセージが表示され、登録される。 

 

 

 

④ 提出前の訂正依頼文書がある場合は訂正した内容を保存ボ

タンと上記職員の登録を取消ボタンが表示されている。 

 

訂正登録する場合： 訂正した内容を保存ボタンを押す。 

 

→メッセージエリア（P6-4参照）に｢訂正内容の登録が完了しました。訂正内容の提出は「訂正依頼文書 照会・ 

提出へ」ボタン、登録作業の継続は「訂正依頼文書 施設一覧に戻る」又は 「訂正依頼文書 職員一覧に戻る」又

は「表示」ボタンを押して、それぞれの作業を進めて下さい。｣とメッセージが表示され、登録される。 

 

 

 

訂正依頼文書の削除をする場合： 上記職員の登録を取消ボタンを押す。 

 

→メッセージエリア（P6-4参照）に｢訂正を取消しました。｣とメッセージが表示され、削除される。 

 

 

⑤ ①の手順に戻り次に訂正する職員情報を表示する。 

他の施設の職員情報を訂正する場合は訂正依頼文書 施設一覧へ戻るボタンを押して施設の選択をする。 

 

 

訂正依頼文書の訂正については以上です。 

  

●1  

❸ 

➍ 
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7. 訂正依頼文書を提出するには 

作成した訂正依頼文書を提出する手順を説明します。 

 

① 『電子届出システムトップページ』画面（P6-7参照） 

または『掛金納付対象職員届トップページ』の 

訂正依頼文書 照会・提出ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 照会・提出』画面が表示される。 

 

 

② 白背景の提出をする施設の提出ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正依頼文書が提出されました。『控作成』ボタンを押し、共済契約者様控を作成してください。｣とメッセージが表示さ

れ、提出ボタンを押した行は緑背景になる。 

 

※訂正依頼文書を提出した施設の背景は緑色になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正依頼文書の提出については以上で終了です。 

  

❷ 

●1  
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8. 訂正依頼文書を参照する 

作成した訂正依頼文書を参照する手順を説明します。 

 

8.1. 訂正依頼文書（職員情報）を参照するには 

① 『電子届出システムトップページ』画面（P6-7参照） 

または『掛金納付対象職員届トップページ』の 

訂正依頼文書 照会・提出ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 照会・提出』画面が表示される。 

 

 

 

② 参照したい職員が含まれているかを確認するには 

  をクリックする。 

 

 

※訂正依頼文書を提出済の施設は緑背景、提出前の施設は白

背景で表示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 訂正依頼文書 照会・提出』画面から、参照したい訂正依頼文書の選択ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 訂正依頼文書 照会（職員照会）』画面から、参照したい職員の選択ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページへ 

❸ 

 
●1  

❷ 

➍ 
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⑤ 『訂正依頼文書 職員情報』画面を表示し参照する。 

 

→提出済の訂正依頼文書の場合は参照のみ可能 ―-Ⓐ 

 

→提出前の訂正依頼文書の場合は変更、登録の取消が可能。―-Ⓑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正依頼文書の参照については以上で終了です。 

  

Ⓐ Ⓑ 
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9. 訂正依頼文書の控えを作成するには 

『訂正依頼文書一覧（控）』を作成する手順を説明します。 

また、この「訂正依頼文書一覧（控）」はシステム利用期間中、随時作成することができます。 

 

9.1. 訂正依頼文書一覧（控）を作成する 

 

① 『電子届出システムトップページ』画面（P6-7参照） 

または『掛金納付対象職員届トップページ』の 

訂正依頼文書 照会・提出ボタンを押す。 

→ 『訂正依頼文書 照会・提出』画面が表示される。 

 

② 訂正依頼文書 照会・提出』画面から、作成したい訂正依頼文書の控作成ボタンを押す。 

③  

 

 

 

 

 

 

 

 

→メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正依頼文書の作成が完了しました。『ダウンロード』ボタンを押してください。訂正依頼文書（控）を印刷し、 

共済契約者様控としてご使用ください。｣とメッセージが表示され、訂正依頼文書一覧が作成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●! 印刷時の注意事項 

 
控作成ボタンを押すだけでは訂正依頼文書一覧（控）は印刷されません。 

控作成ボタンを押した後に表示されるダウンロードボタンを押してください。 

 

 

●2  

●1  
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9.2. 訂正依頼文書一覧（控）をダウンロードする 

 
① ダウンロードボタンを押す。 

 → ＰＤＦファイルのダウンロードについて確認する画面が表

示される。 

 

 

 

 

 

 
② ＰＤＦファイルを保存する場合は[保存]を選択し、そのま

ま表示させる場合は[ファイルを開く]を押す。 

※ 通常は[保存]を選択してください。 

 

 

 

※ [保存]ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。PDF

ファイルを開きたい場合は「ファイルを開く」、保存した

フォルダへ遷移したい場合は「フォルダを開く」を選択

してください。 

 

 

 

 

③ 訂正依頼文書一覧(控)の印刷を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

●? ボタンを元に戻すには 

 
元に戻すボタンを押すと、画面表示時の状態に戻ります。 

❸ 

●1  

●2  
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訂正依頼文書の控えの作成については以上です。 

  

●! 提出前の訂正依頼文書一覧(控) 

 
提出前に印刷を行うと、下記の様に用紙中央に「提出前」と表示された訂正依頼文書一覧(控)が作成されます。 
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10. 訂正依頼文書を削除する 

10.1. 訂正した職員情報を削除するには 

訂正した職員情報を削除する手順を説明します。 

 
① 『訂正依頼文書 照会・提出』画面 で提出前（白背景）行

の選択ボタンを押す。→ 『訂正依頼文書 職員（照会）』画

面が表示される。 

 

  ※提出後の訂正依頼文書は削除できません。 

 

 

 

 

 

② 訂正依頼文書 職員 照会（職員照会）』画面から、削除したい 

職員の選択ボタンを押す。 

 

→『訂正依頼文書 職員情報』画面が表示される。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 上記職員の登録を取消ボタンを押す。 

→メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正を取消しました。｣とメッセージが表示され、 

指定した職員の訂正情報が削除される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『訂正依頼文書 照会・提出』画面を表示すると・・・ 

  施設番号002「あたご養護老人ホーム」の提出前の訂正依頼文書の所属人数を参照すると削除されていることが確

認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●2  

●1  

●3  
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10.2. 訂正依頼文書を削除するには 

訂正依頼文書を削除する手順を説明します。 

 
下記青枠の施設番号002「あたご養護老人ホーム」の提出前の訂正依頼文書を削除します。 

訂正依頼文書を削除するには、その訂正依頼文書に属する訂正職員情報をすべて削除する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 『訂正依頼文書 照会・提出』画面 で提出前（白背景）行

の選択ボタンを押す。→ 『訂正依頼文書 職員（照会）』画

面が表示される。 

 

  ※提出後の訂正依頼文書は削除できません。 

 

 

 

② 訂正依頼文書 職員 照会（職員照会）』画面から選択ボタン

を押す。 

→『訂正依頼文書 職員情報』画面が表示される。 

 

 

 

 

 

③ 上記職員の登録を取消ボタンを押す。 

→メッセージエリア（P6-4参照）に 

｢訂正を取消しました。｣とメッセージが表示され、 

指定した職員の訂正情報が削除される。 

 

 

 
④ 訂正依頼文書 照会・提出へボタンを押して 

『訂正依頼文書 照会・提出』画面へ戻り①②③ 

の手順を繰り返して訂正依頼文書に属する訂正職員情報の登

録を取り消します。 

 

『訂正依頼文書 照会・提出』画面を表示すると・・・ 

  施設番号002「あたご養護老人ホーム」の提出前の訂正依頼文書が削除されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正依頼文書の削除については以上で終了です。 

●1  

●3  
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